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一 株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 法 第 二 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に 基 づ き 、 株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 が そ の 経 営 の 健 全 性 を 判 断 す る た め の 基 準 （ 平

金 融 庁

成 二 十 年 財 務 省 告 示 第 二 号 ）

経 済 産 業 省

改 正 後 現 行

目次 目次
（ ） （ ）第一章第六章の三略 第一章第六章の三略～ ～

第七章マケット・リスク 第七章マケット・リスクー ー

（ ） （ ）第一節第六節略 第一節第六節略～ ～

（ ）第七節特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係る特例 新設

（ ）第二百八十五条の十四

第八章オペレショナル・リスク第二百八十六条第三百三条第八章オペレショナル・リスク第二百八十六条第三百三条（ （ー ― ー ―

） ）

附則 附則

第一条この告示において次の各号に掲げる用語の意義は当該各第一条この告示において次の各号に掲げる用語の意義は当該各、 、 、 、

号に定めるところによる 号に定めるところによる。 。

（ ） （ ）一七略 一七略～ ～

八株式等エクスポジャ次に掲げるものをいう 八株式等エクスポジャ次に掲げるものをいうー ー 。 ー ー 。

（ ）イ略 イ略（ ）

ロ金融機関のＴｉｅｒ１資本の額に算入される資本調達手段とロ金融機関のＴｉｅｒ１資本の額又は基本的項目に算入される

同様の仕組みの金融商品 資本調達手段と同様の仕組みの金融商品
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） （ ）ハ・ニ略 ハ・ニ略（

（ ） （ ）九七十七略 九七十七略～ ～
（ ） （ ）普通株式等Ｔｉｅｒ１資本の額 普通株式等Ｔｉｅｒ１資本の額

（ ） （ ）第五条略 第五条略

２第二条第一号の算式において普通株式等Ｔｉｅｒ１資本に係る２第二条第一号の算式において普通株式等Ｔｉｅｒ１資本に係る、 、

調整項目の額は次に掲げる額の合計額とする 調整項目の額は次に掲げる額の合計額とする、 。 、 。

一次に掲げる額の合計額 一次に掲げる額の合計額

（ ） （ ）イヘ略 イヘ略～ ～

ト退職給付に係る資産の額 ト前払年金費用の額

（ ） （ ）二七略 二七略～ ～

（ ） （ ）３・４略 ３・４略

（ ）調整後少数株主持分等の額及び調整項目の額の算出方法 調整後少数株主持分等の額及び調整項目の額の算出方法（ ）

第八条第五条第一項第四号第六条第一項第五号及び前条第一項第第八条第五条第一項第四号第六条第一項第五号及び前条第一項第、 、

五号に掲げる額は次に定めるところにより算出した額とする 五号に掲げる額は次に定めるところにより算出した額とする、 。 、 。

一第五条第一項第四号に掲げる普通株式等Ｔｉｅｒ１資本に係る一第五条第一項第四号に掲げる普通株式等Ｔｉｅｒ１資本に係る

調整後少数株主持分の額は特定連結子法人等連結子法人等 調整後少数株主持分の額は特定連結子法人等連結子法人等、 （ （ 、 （ （

特別目的会社等を除く以下この条において同じのうち金融特別目的会社等を除く以下この条において同じのうち金融。 。） 。 。）

機関又はバゼル銀行監督委員会の定める自己資本比率の基準若機関又はバゼル銀行監督委員会の定める自己資本比率の基準若ー ー

しくはこれと類似の基準金融商品取引法第四十六条の六に定めしくはこれと類似の基準金融商品取引業等に関する内閣府令（ （ （

る自己資本規制比率を含む第四十一条及び第百三十六条第二項平成十九年内閣府令第五十二号を含むの適用を受ける者を。 ） 。）

第三号イにおいて同じの適用を受ける者をいう以下この号いう以下この号において同じの少数株主持分相当普通株式。） 。 。 。）
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において同じの少数株主持分相当普通株式等Ｔｉｅｒ１資本等Ｔｉｅｒ１資本に係る基礎項目の額特定連結子法人等の単体。） （

に係る基礎項目の額特定連結子法人等の単体普通株式等Ｔｉｅ普通株式等Ｔｉｅｒ１資本に係る基礎項目の額第十四条第一号（ （

ｒ１資本に係る基礎項目の額第十四条第一号の算式における普の算式における普通株式等Ｔｉｅｒ１資本に係る基礎項目の額を（

通株式等Ｔｉｅｒ１資本に係る基礎項目の額に相当する額をいういい当該特定連結子法人等が商工組合中央金庫以外の場合にあ、

以下この号において同じのうち当該特定連結子法人等の親ってはこれに相当する額とする以下この号において同じ。 。） 、 。 。）

法人等である商工組合中央金庫の連結貸借対照表の純資産の部にのうち当該特定連結子法人等の親法人等である商工組合中央金庫

新株予約権又は少数株主持分として計上される部分の額当該額の連結貸借対照表の純資産の部に新株予約権又は少数株主持分と（

が零を下回る場合にあっては零とするをいう以下この号して計上される部分の額当該額が零を下回る場合にあっては、 。） 。 （ 、

において同じのうち次に掲げる額のいずれか少ない額に普通零とするをいう以下この号において同じのうち次に掲。） 。） 。 。）

株式等Ｔｉｅｒ１資本に係る第三者持分割合特定連結子法人等げる額のいずれか少ない額に普通株式等Ｔｉｅｒ１資本に係る第（

の少数株主持分相当普通株式等Ｔｉｅｒ１資本に係る基礎項目の三者持分割合特定連結子法人等の少数株主持分相当普通株式等（

額を単体普通株式等Ｔｉｅｒ１資本に係る基礎項目の額で除してＴｉｅｒ１資本に係る基礎項目の額を単体普通株式等Ｔｉｅｒ１

得た割合をいうを乗じて得た額以下の額とする 資本に係る基礎項目の額で除して得た割合をいうを乗じて得。） 。 。）

た額以下の額とする。

イ当該特定連結子法人等の第二条各号の算式の分母の額に相当イ当該特定連結子法人等の第二条各号の算式の分母の額当該（

する額に七パセントを乗じて得た額 特定連結子法人等が商工組合中央金庫以外の場合にあってはー 、

これに相当する額とするロにおいて同じに七パセント。 。） ー

を乗じて得た額

ロ第二条各号の算式の分母の額のうち当該特定連結子法人等にロ第二条各号の算式の分母の額のうち当該特定連結子法人等に

関連するものの額当該特定連結子法人等の同条各号の算式の 関連するものの額当該特定連結子法人等の同条各号の算式の（ （

分母の額に相当する額に関連するものの額をいうに七パ 分母の額に関連するものの額をいうに七パセントを乗じ。） ー 。） ー

セントを乗じて得た額 て得た額

二第六条第一項第五号に掲げるその他Ｔｉｅｒ１資本に係る調整二第六条第一項第五号に掲げるその他Ｔｉｅｒ１資本に係る調整
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後少数株主持分等の額は連結子法人等の少数株主持分等相当Ｔ後少数株主持分等の額は連結子法人等の少数株主持分等相当Ｔ、 、

ｉｅｒ１資本に係る基礎項目の額連結子法人等の単体Ｔｉｅｒｉｅｒ１資本に係る基礎項目の額連結子法人等の単体Ｔｉｅｒ（ （

１資本に係る基礎項目の額第十四条第一号の算式における普通１資本に係る基礎項目の額第十四条第一号の算式における普通（ （

株式等Ｔｉｅｒ１資本に係る基礎項目の額及び同条第二号の算式株式等Ｔｉｅｒ１資本に係る基礎項目の額及び同条第二号の算式

におけるその他Ｔｉｅｒ１資本に係る基礎項目の額第十八条第におけるその他Ｔｉｅｒ１資本に係る基礎項目の額第十八条第（ （

一項第四号に掲げる額を除くの合計額に相当する額をいう 一項第四号に掲げる額を除くの合計額をいい当該連結子法。） 。 。） 、

以下この項において同じのうち当該連結子法人等の親法人等人等が商工組合中央金庫以外の場合にあってはこれに相当する。） 、

である商工組合中央金庫の連結貸借対照表の純資産の部又は負債額とする以下この項において同じのうち当該連結子法人等。 。）

の部に新株予約権若しくは少数株主持分又は負債として計上されの親法人等である商工組合中央金庫の連結貸借対照表の純資産の

る部分の額当該額が零を下回る場合にあっては零とする 部又は負債の部に新株予約権若しくは少数株主持分又は負債とし（ 、 。）

をいう以下この号において同じのうち次に掲げる額のいずて計上される部分の額当該額が零を下回る場合にあっては零。 。） （ 、

れか少ない額にＴｉｅｒ１資本に係る第三者持分割合連結子法とするをいう以下この号において同じのうち次に掲げ（ 。） 。 。）

人等の少数株主持分等相当Ｔｉｅｒ１資本に係る基礎項目の額をる額のいずれか少ない額にＴｉｅｒ１資本に係る第三者持分割合

単体Ｔｉｅｒ１資本に係る基礎項目の額で除して得た割合をいう 連結子法人等の少数株主持分等相当Ｔｉｅｒ１資本に係る基礎（

を乗じて得た額以下の額から第五条第一項第四号に掲げる項目の額を単体Ｔｉｅｒ１資本に係る基礎項目の額で除して得た。） 、

額を控除した額とする 割合をいうを乗じて得た額以下の額から第五条第一項第四。 。） 、

号に掲げる額を控除した額とする。

イ当該連結子法人等の第二条各号の算式の分母の額に相当するイ当該連結子法人等の第二条各号の算式の分母の額当該連結（

額に八・五パセントを乗じて得た額 子法人等が商工組合中央金庫以外の場合にあってはこれに相ー 、

当する額とするロにおいて同じに八・五パセントを乗。 。） ー

じて得た額

ロ第二条各号の算式の分母の額のうち当該連結子法人等に関連ロ第二条各号の算式の分母の額のうち当該連結子法人等に関連

するものの額当該連結子法人等の同条各号の算式の分母の額 するものの額当該連結子法人等の同条各号の算式の分母の額（ （
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に相当する額に関連するものの額をいうに八・五パセン に関連するものの額をいうに八・五パセントを乗じて得。） ー 。） ー

トを乗じて得た額 た額

三前条第一項第五号に掲げるＴｉｅｒ２資本に係る調整後少数株三前条第一項第五号に掲げるＴｉｅｒ２資本に係る調整後少数株

主持分等の額は連結子法人等の少数株主持分等相当総自己資本主持分等の額は連結子法人等の少数株主持分等相当総自己資本、 、

に係る基礎項目の額連結子法人等の単体総自己資本に係る基礎に係る基礎項目の額連結子法人等の単体総自己資本に係る基礎（ （

項目の額連結子法人等の単体Ｔｉｅｒ１資本に係る基礎項目の項目の額連結子法人等の単体Ｔｉｅｒ１資本に係る基礎項目の（ （

額及び第十四条第三号の算式におけるＴｉｅｒ２資本に係る基礎額及び第十四条第三号の算式におけるＴｉｅｒ２資本に係る基礎

項目の額第十九条第一項第四号に掲げる額を除くの合計額項目の額第十九条第一項第四号に掲げる額を除くの合計額（ 。） （ 。）

に相当する額をいう以下この号において同じのうち当該連をいい当該連結子法人等が商工組合中央金庫以外の場合にあっ。 。） 、

結子法人等の親法人等である商工組合中央金庫の連結貸借対照表てはこれに相当する額とする以下この号において同じの、 。 。）

の純資産の部又は負債の部に新株予約権若しくは少数株主持分又うち当該連結子法人等の親法人等である商工組合中央金庫の連結

は負債として計上される部分の額当該額が零を下回る場合にあ貸借対照表の純資産の部又は負債の部に新株予約権若しくは少数（

っては零とするをいう以下この号において同じのう株主持分又は負債として計上される部分の額当該額が零を下回、 。） 。 。） （

ち次に掲げる額のいずれか少ない額に総自己資本に係る第三者持る場合にあっては零とするをいう以下この号において同、 。） 。

分割合連結子法人等の少数株主持分等相当総自己資本に係る基じのうち次に掲げる額のいずれか少ない額に総自己資本に係（ 。）

礎項目の額を単体総自己資本に係る基礎項目の額で除して得た割る第三者持分割合連結子法人等の少数株主持分等相当総自己資（

合をいうを乗じて得た額以下の額から第五条第一項第四号本に係る基礎項目の額を単体総自己資本に係る基礎項目の額で除。） 、

及び第六条第一項第五号に掲げる額の合計額を控除した額とするして得た割合をいうを乗じて得た額以下の額から第五条第。） 、

一項第四号及び第六条第一項第五号に掲げる額の合計額を控除し。

た額とする。

イ当該連結子法人等の第二条各号の算式の分母の額に相当するイ当該連結子法人等の第二条各号の算式の分母の額当該連結（

額に十・五パセントを乗じて得た額 子法人等が商工組合中央金庫以外の場合にあってはこれに相ー 、

当する額とするロにおいて同じに十・五パセントを乗。 。） ー
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じて得た額

ロ第二条各号の算式の分母の額のうち当該連結子法人等に関連ロ第二条各号の算式の分母の額のうち当該連結子法人等に関連

するものの額当該連結子法人等の同条各号の算式の分母の額 するものの額当該連結子法人等の同条各号の算式の分母の額（ （

に相当する額に関連するものの額をいうに十・五パセン に関連するものの額をいうに十・五パセントを乗じて得。） ー 。） ー

トを乗じて得た額 た額

２５略 ２５略～ （ ） ～ （ ）

６第五条第二項第三号第六条第二項第二号及び前条第二項第二号６第五条第二項第三号第六条第二項第二号及び前条第二項第二号、 、

に掲げる額は次に定めるところにより算出した額とする に掲げる額は次に定めるところにより算出した額とする、 。 、 。

一第五条第二項第三号に掲げる意図的に保有している他の金融機一第五条第二項第三号に掲げる意図的に保有している他の金融機

関等の普通株式の額は商工組合中央金庫又は連結子法人等が金関等の普通株式の額は商工組合中央金庫又は連結子法人等が金、 、

融機関若しくはこれに準ずる外国の者又は金融業保険業その他融機関若しくはこれに準ずる外国の者又は金融業保険業その他、 、

の業種に属する事業を主たる事業として営む者これに準ずる外の業種に属する事業を主たる事業として営む者これに準ずる外（ （

国の者を含み金融システムに影響を及ぼすおそれがないと認め国の者を含み金融システムに影響を及ぼすおそれがないと認め、 、

られる者その他の者を除くであって連結自己資本比率の算出られる者その他の者を除くであって連結自己資本比率の算出。） 。）

に当たり連結の範囲に含まれないもの以下この章において他に当たり連結の範囲に含まれないもの以下この章において他（ 「 （ 「

の金融機関等というとの間で相互に自己資本比率を向上さの金融機関等というとの間で相互に自己資本比率を向上さ」 。） 」 。）

せるため意図的に当該他の金融機関等の対象資本調達手段資せるため意図的に当該他の金融機関等の対象資本調達手段普、 （ 、 （

本調達手段のうち普通株式に相当するものみなし普通株式 通株式みなし普通株式普通株式その他Ｔｉｅｒ１資本調達、 （ （ （ （ 、

普通株式その他Ｔｉｅｒ１資本調達手段又はＴｉｅｒ２資本調手段又はＴｉｅｒ２資本調達手段のいずれにも該当しない資本調、

達手段のいずれにも相当しない資本調達手段をいうを含む 達手段規制金融機関の資本調達手段にあっては当該規制金融。） 。 （ 、

以下この条において同じその他Ｔｉｅｒ１資本調達手段に機関に適用される経営の健全性を判断するための基準又はこれと。）、

相当するもの又はＴｉｅｒ２資本調達手段に相当するものをいい類似の基準において第二条第三号の算式における総自己資本の額

規制金融機関の資本調達手段にあっては当該規制金融機関にに相当するものを構成するものに限るをいうを含む以、 、 。） 。） 。
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適用される経営の健全性を判断するための基準又はこれと類似の下この条において同じその他Ｔｉｅｒ１資本調達手段又は。）、

基準において連結自己資本比率の算式の分子の額を構成するものＴｉｅｒ２資本調達手段をいう以下この条及び第十条第二項第。

に相当するものに限る以下この条及び第十条第二項第一号ヘに一号ヘにおいて同じを保有していると認められかつ当該。 。） 、 、

おいて同じを保有していると認められかつ当該他の金融他の金融機関等が意図的に商工組合中央金庫又は連結子法人等の。） 、 、

機関等が意図的に商工組合中央金庫又は連結子法人等の普通株式普通株式その他Ｔｉｅｒ１資本調達手段又はＴｉｅｒ２資本調、

その他Ｔｉｅｒ１資本調達手段又はＴｉｅｒ２資本調達手段を達手段を保有していると認められる場合商工組合中央金庫若し、 （

保有していると認められる場合商工組合中央金庫若しくは連結くは連結子法人等又は他の金融機関等が連結範囲外の法人等に対（

子法人等又は他の金融機関等が連結範囲外の法人等に対する投資する投資その他これに類する行為を通じて実質的に保有している

その他これに類する行為を通じて実質的に保有している場合に相場合に相当すると認められる場合その他これに準ずる場合を含む

当すると認められる場合その他これに準ずる場合を含むにお における当該他の金融機関等の対象資本調達手段次号及び。） 。） （

ける当該他の金融機関等の対象資本調達手段次号及び第三号に第三号において意図的に保有している他の金融機関等の対象資（ 「

おいて意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手本調達手段というのうち普通株式に該当するものの額とす「 」 。）

段というのうち普通株式に相当するものの額とする る」 。） 。 。

二第六条第二項第二号に掲げる意図的に保有している他の金融機二第六条第二項第二号に掲げる意図的に保有している他の金融機

関等のその他Ｔｉｅｒ１資本調達手段の額は意図的に保有して関等のその他Ｔｉｅｒ１資本調達手段の額は意図的に保有して、 、

いる他の金融機関等の対象資本調達手段のうちその他Ｔｉｅｒ１いる他の金融機関等の対象資本調達手段のうちその他Ｔｉｅｒ１

資本調達手段に相当するものの額とする 資本調達手段に該当するものの額とする。 。

三前条第二項第二号に掲げる意図的に保有している他の金融機関三前条第二項第二号に掲げる意図的に保有している他の金融機関

等のＴｉｅｒ２資本調達手段の額は意図的に保有している他の等のＴｉｅｒ２資本調達手段の額は意図的に保有している他の、 、

金融機関等の対象資本調達手段のうちＴｉｅｒ２資本調達手段に金融機関等の対象資本調達手段のうちＴｉｅｒ２資本調達手段に

相当するものの額とする 該当するものの額とする。 。

７第五条第二項第四号第六条第二項第三号及び前条第二項第三号７第五条第二項第四号第六条第二項第三号及び前条第二項第三号、 、

に掲げる額は次に定めるところにより算出した額とする に掲げる額は次に定めるところにより算出した額とする、 。 、 。
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一第五条第二項第四号に掲げる少数出資金融機関等の普通株式の一第五条第二項第四号に掲げる少数出資金融機関等の普通株式の

額は少数出資調整対象額少数出資金融機関等商工組合中央額は少数出資調整対象額少数出資金融機関等商工組合中央、 （ （ 、 （ （

金庫及び連結子法人等がその総株主等の議決権の百分の十を超え金庫及び連結子法人等がその総株主等の議決権の百分の十を超え

る議決権を保有していない他の金融機関等をいう以下この項及る議決権を保有していない他の金融機関等をいう以下この項及。 。

び第十一項において同じの対象資本調達手段を商工組合中央び第十一項において同じの対象資本調達手段を商工組合中央。） 。）

金庫又は連結子法人等が保有している場合連結範囲外の法人等金庫又は連結子法人等が保有している場合連結範囲外の法人等（ （

に対する投資その他これに類する行為を通じて商工組合中央金庫に対する投資その他これに類する行為を通じて商工組合中央金庫

又は連結子法人等が実質的に保有している場合に相当すると認め又は連結子法人等が実質的に保有している場合に相当すると認め

られる場合その他これに準ずる場合を含み前項各号の場合を除られる場合その他これに準ずる場合を含み前項各号の場合を除、 、

くにおける当該対象資本調達手段の額の合計額以下この項くにおける当該対象資本調達手段の額の合計額以下この項。） （ 。） （

において少数出資に係る対象資本調達手段合計額という において少数出資に係る対象資本調達手段合計額という「 」 。） 「 」 。）

から少数出資に係る十パセント基準額同条第一項各号に掲げから少数出資に係る十パセント基準額同条第一項各号に掲げー （ ー （

る額の合計額から同条第二項第一号から第三号までに掲げる額のる額の合計額から同条第二項第一号から第三号までに掲げる額の

合計額を控除した額に十パセントを乗じて得た額をいうを合計額を控除した額に十パセントを乗じて得た額をいうをー 。） ー 。）

控除した額当該額が零を下回る場合には零とするをいう控除した額当該額が零を下回る場合には零とするをいう（ 、 。） （ 、 。）

次号及び第三号において同じに少数出資に係る普通株式保 次号及び第三号において同じに少数出資に係る普通株式保。 。） 。 。）

有割合少数出資金融機関等の対象資本調達手段のうち普通株式有割合少数出資金融機関等の対象資本調達手段のうち普通株式（ （

に相当するものの額を少数出資に係る対象資本調達手段合計額でに該当するものの額を少数出資に係る対象資本調達手段合計額で

除して得た割合をいうを乗じて得た額とする 除して得た割合をいうを乗じて得た額とする。） 。 。） 。

二第六条第二項第三号に掲げる少数出資金融機関等のその他Ｔｉ二第六条第二項第三号に掲げる少数出資金融機関等のその他Ｔｉ

ｅｒ１資本調達手段の額は少数出資調整対象額に少数出資に係ｅｒ１資本調達手段の額は少数出資調整対象額に少数出資に係、 、

るその他Ｔｉｅｒ１資本保有割合少数出資金融機関等の対象資るその他Ｔｉｅｒ１資本保有割合少数出資金融機関等の対象資（ （

本調達手段のうちその他Ｔｉｅｒ１資本調達手段に相当するもの本調達手段のうちその他Ｔｉｅｒ１資本調達手段に該当するもの
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の額を少数出資に係る対象資本調達手段合計額で除して得た割合の額を少数出資に係る対象資本調達手段合計額で除して得た割合

をいうを乗じて得た額とする をいうを乗じて得た額とする。） 。 。） 。

三前条第二項第三号に掲げる少数出資金融機関等のＴｉｅｒ２資三前条第二項第三号に掲げる少数出資金融機関等のＴｉｅｒ２資

本調達手段の額は少数出資調整対象額に少数出資に係るＴｉｅ本調達手段の額は少数出資調整対象額に少数出資に係るＴｉｅ、 、

ｒ２資本保有割合少数出資金融機関等の対象資本調達手段のうｒ２資本保有割合少数出資金融機関等の対象資本調達手段のう（ （

ちＴｉｅｒ２資本調達手段に相当するものの額を少数出資に係るちＴｉｅｒ２資本調達手段に該当するものの額を少数出資に係る

対象資本調達手段合計額で除して得た割合をいうを乗じて得対象資本調達手段合計額で除して得た割合をいうを乗じて得。） 。）

た額とする た額とする。 。

８第六条第二項第四号及び前条第二項第四号に掲げる額は次に定８第六条第二項第四号及び前条第二項第四号に掲げる額は次に定、 、

めるところにより算出した額とする めるところにより算出した額とする。 。

一第六条第二項第四号に掲げるその他金融機関等のその他Ｔｉｅ一第六条第二項第四号に掲げるその他金融機関等のその他Ｔｉｅ

ｒ１資本調達手段の額はその他金融機関等次に掲げる者をいｒ１資本調達手段の額はその他金融機関等次に掲げる者又は、 （ 、 （

うの対象資本調達手段を商工組合中央金庫又は連結子法人等これに準ずる外国の者をいうの対象資本調達手段を商工組合。） 。）

が保有している場合連結範囲外の法人等に対する投資その他こ中央金庫又は連結子法人等が保有している場合連結範囲外の法（ （

れに類する行為を通じて商工組合中央金庫又は連結子法人等が実人等に対する投資その他これに類する行為を通じて商工組合中央

質的に保有している場合に相当すると認められる場合その他これ金庫又は連結子法人等が実質的に保有している場合に相当すると

に準ずる場合を含み第六項各号の場合を除くにおける当該認められる場合その他これに準ずる場合を含み第六項各号の場、 。） 、

対象資本調達手段以下この条においてその他金融機関等に係合を除くにおける当該対象資本調達手段以下この条におい（ 「 。） （

る対象資本調達手段というのうちその他Ｔｉｅｒ１資本調てその他金融機関等に係る対象資本調達手段というのう」 。） 「 」 。）

達手段に相当するものの額とする ちその他Ｔｉｅｒ１資本調達手段に該当するものの額とする。 。

イニ略 イニ略～ （ ） ～ （ ）

二前条第二項第四号に掲げるその他金融機関等のＴｉｅｒ２資本二前条第二項第四号に掲げるその他金融機関等のＴｉｅｒ２資本

調達手段の額はその他金融機関等に係る対象資本調達手段のう調達手段の額はその他金融機関等に係る対象資本調達手段のう、 、
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ちＴｉｅｒ２資本調達手段に相当するものの額とする ちＴｉｅｒ２資本調達手段に該当するものの額とする。 。

９第五条第二項第五号に掲げる特定項目に係る十パセント基準超９第五条第二項第五号に掲げる特定項目に係る十パセント基準超ー ー

過額は次に掲げる額の合計額とする 過額は次に掲げる額の合計額とする、 。 、 。

一その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式に相一その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式に該

当するものの額から特定項目に係る十パセント基準額第五条当するものの額から特定項目に係る十パセント基準額第五条ー （ ー （

第一項各号に掲げる額の合計額から同条第二項第一号から第四号第一項各号に掲げる額の合計額から同条第二項第一号から第四号

までに掲げる額の合計額を控除した額に十パセントを乗じて得までに掲げる額の合計額を控除した額に十パセントを乗じて得ー ー

た額をいう次号及び第三号において同じを控除した額当た額をいう次号及び第三号において同じを控除した額当。 。） （ 。 。） （

該額が零を下回る場合には零とする 該額が零を下回る場合には零とする、 。） 、 。）

二モゲジ・サビシング・ライツに係る無形固定資産の額か二無形固定資産モゲジ・サビシング・ライツに係るものー ー ー （ ー ー ー

ら特定項目に係る十パセント基準額を控除した額当該額が零に限るの額から特定項目に係る十パセント基準額を控除しー （ 。） ー

を下回る場合には零とする た額当該額が零を下回る場合には零とする、 。） （ 、 。）

三略 三略（ ） （ ）

第五条第二項第六号に掲げる特定項目に係る十五パセント基準第五条第二項第六号に掲げる特定項目に係る十五パセント基準10 10ー ー

超過額は次に掲げる額の合計額とする 超過額は次に掲げる額の合計額とする、 。 、 。

一特定項目に係る調整対象額特定項目に係る十パセント基準一特定項目に係る調整対象額特定項目に係る十パセント基準（ ー （ ー

対象額特定項目その他金融機関等に係る対象資本調達手段の対象額特定項目その他金融機関等に係る対象資本調達手段の（ （ （ （

うち普通株式に相当するものモゲジ・サビシング・ライうち普通株式に該当するもの無形固定資産モゲジ・サ、 ー ー ー 、 （ ー ー ー

ツに係る無形固定資産及び繰延税金資産一時差異に係るものにビシング・ライツに係るものに限る次号において同じ及び（ 。 。）

限る第三号において同じをいう以下この号において同じ繰延税金資産一時差異に係るものに限る第三号において同じ。 。） 。 （ 。

の額から第五条第二項第五号に掲げる額を控除した額をいう をいう以下この号において同じの額から第五条第二項。） 。） 。 。）

以下この項において同じから特定項目に係る十五パセン第五号に掲げる額を控除した額をいう以下この項において同じ。 。） ー 。

ト基準額同条第一項各号に掲げる額の合計額から同条第二項第 から特定項目に係る十五パセント基準額同条第一項各号（ 。） ー （
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一号から第四号までに掲げる額及び特定項目の額の合計額を控除に掲げる額の合計額から同条第二項第一号から第四号までに掲げ

した額に十五パセントを乗じこれを八十五パセントで除しる額及び特定項目の額の合計額を控除した額に十五パセントをー 、 ー ー

て得た額をいうを控除した額当該額が零を下回る場合には乗じこれを八十五パセントで除して得た額をいうを控除。） （ 、 ー 。）

零とするをいう次号及び第三号において同じにそした額当該額が零を下回る場合には零とするをいう次、 。） 。 。） 、 （ 、 。） 。

の他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式に相当す号及び第三号において同じにその他金融機関等に係る対象。） 、

るものの額から前項第一号に掲げる額を控除した額を特定項目に資本調達手段のうち普通株式に該当するものの額から前項第一号

係る十パセント基準対象額で除して得た割合を乗じて得た額 に掲げる額を控除した額を特定項目に係る十パセント基準対象ー ー

額で除して得た割合を乗じて得た額

二特定項目に係る調整対象額にモゲジ・サビシング・ラ二特定項目に係る調整対象額に無形固定資産の額から前項第二、 ー ー ー 、

イツに係る無形固定資産の額から前項第二号に掲げる額を控除し号に掲げる額を控除した額を特定項目に係る十パセント基準対ー

た額を特定項目に係る十パセント基準対象額で除して得た割合象額で除して得た割合を乗じて得た額ー

を乗じて得た額

三略 三略（ ） （ ）

・略 ・略11 12 11 12（ ） （ ）

第九項第三号及び第十項各号並びに第五条第二項第一号ロに掲げ第九項第三号及び第十項第三号並びに第五条第二項第一号ロに掲13 13

る額を算出する場合において繰延税金資産の額及びこれに関連すげる額を算出する場合において繰延税金資産の額及びこれに関連、 、

る繰延税金負債の額同条第四項の規定により相殺された額を除くする繰延税金負債の額同条第四項の規定により相殺された額を除（ （

以下この項において同じがあるときは次の各号に掲げる繰く以下この項において同じがあるときは次の各号に掲げる。 。） 、 。 。） 、

延税金資産の額の区分に応じ当該額と当該各号に定める額を相殺繰延税金資産の額の区分に応じ当該額と当該各号に定める額を相、 、

することができる 殺することができる。 。

一・二略 一・二略（ ） （ ）

略 略14 14（ ） （ ）
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（ ）信用リスク・アセットの額の合計額 信用リスク・アセットの額の合計額（ ）

第十条略 第十条略（ ） （ ）

２前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる場合の区分に応じ２前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる場合の区分に応じ、 、 、 、

当該各号に定めるものについては信用リスク・アセットの額を算当該各号に定めるものについては信用リスク・アセットの額を算、 、

出することを要しない 出することを要しない。 。

一第二条各号の算式にマケット・リスク相当額に係る額を算入一第二条各号の算式にマケット・リスク相当額に係る額を算入ー ー

しない場合次に定めるもの しない場合次に定めるもの

イホ略 イホ略～ （ ） ～ （ ）

（ヘ自己保有資本調達手段対象資本調達手段無形固定資産 ヘ自己保有資本調達手段対象資本調達手段無形固定資産、 、 （ 、 、

のれん相当差額を含む繰延税金資産及び退職給付に係る のれん相当差額を含む繰延税金資産及び前払年金費用の）。）、 。 、

資産のうち第五条第二項第六条第二項及び第七条第二項の うち第五条第二項第六条第二項及び第七条第二項の規定に、 、 、 、

規定により普通株式等Ｔｉｅｒ１資本に係る調整項目の額そ より普通株式等Ｔｉｅｒ１資本に係る調整項目の額その他Ｔ、 、

の他Ｔｉｅｒ１資本に係る調整項目の額又はＴｉｅｒ２資本に ｉｅｒ１資本に係る調整項目の額又はＴｉｅｒ２資本に係る調

係る調整項目の額とされたものの額に相当する部分 整項目の額とされたものの額に相当する部分

ト略 ト略（ ） （ ）

二特定取引勘定を設けた場合において第二条各号の算式にマケ二特定取引勘定を設けた場合において第二条各号の算式にマケー ー

ット・リスク相当額に係る額を算入する場合前号に定めるものット・リスク相当額に係る額を算入する場合前号イからトまで

並びに特定取引勘定の資産及び連結子法人等における特定取引等に定めるもの並びに特定取引勘定の資産及び連結子法人等におけ

規則第十八条第二項に規定する特定取引その他これに類似するる特定取引等規則第十八条第二項に規定する特定取引その他こ（ （

取引をいう以下同じに係る資産証券化取引を目的としてれに類似する取引をいう以下同じに係る資産証券化取引。 。） （ 。 。） （

保有している資産及び第二百五十三条の三第一項又は第二百五十を目的として保有している資産及び第二百五十三条の三第一項又

三条の四第一項に規定するＣＶＡリスク相当額の算出に反映されは第二百五十三条の四第一項に規定するＣＶＡリスク相当額の算

た取引を除く以下同じ 出に反映された取引を除く以下同じ。 。） 。 。）
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三特定取引勘定を設けていない場合において第二条各号の算式に三特定取引勘定を設けていない場合において第二条各号の算式に

マケット・リスク相当額に係る額を算入する場合第一号に定マケット・リスク相当額に係る額を算入する場合第一号イかー ー

めるもの並びに商工組合中央金庫及び連結子法人等における特定らトまでに定めるもの並びに商工組合中央金庫及び連結子法人等

取引等に係る資産 における特定取引等に係る資産

３略 ３略（ ） （ ）

（ ）調整項目の額の算出方法 調整項目の額の算出方法（ ）

第二十条略 第二十条略（ ） （ ）

）２略 ２略（ ） （

３第十七条第二項第三号第十八条第二項第二号及び前条第二項第３第十七条第二項第三号第十八条第二項第二号及び前条第二項第、 、

二号に掲げる額は次に定めるところにより算出した額とする 二号に掲げる額は次に定めるところにより算出した額とする、 。 、 。

一第十七条第二項第三号に掲げる意図的に保有している他の金融一第十七条第二項第三号に掲げる意図的に保有している他の金融

機関等の普通株式の額は商工組合中央金庫が金融機関若しくは機関等の普通株式の額は商工組合中央金庫が金融機関若しくは、 、

これに準ずる外国の者又は金融業保険業その他の業種に属するこれに準ずる外国の者又は金融業保険業その他の業種に属する、 、

事業を主たる事業として営む者これに準ずる外国の者を含み 事業を主たる事業として営む者これに準ずる外国の者を含み（ 、 （ 、

金融システムに影響を及ぼすおそれがないと認められる者その他金融システムに影響を及ぼすおそれがないと認められる者その他

の者を除く以下この章において他の金融機関等といいの者を除く以下この章において他の金融機関等といい。）（ 「 」 。）（ 「 」

連結自己資本比率第二条に規定する連結自己資本比率をいう 連結自己資本比率第二条に規定する連結自己資本比率をいう、 （ 、 （

の算出に当たり連結の範囲に含まれる者を除く以下この章 の算出に当たり連結の範囲に含まれる者を除く以下この章。） 。 。） 。

において同じとの間で相互に自己資本比率を向上させるためにおいて同じとの間で相互に自己資本比率を向上させるため。） 。）

意図的に当該他の金融機関等の対象資本調達手段資本調達手 意図的に当該他の金融機関等の対象資本調達手段普通株式、 （ 、 （ （

段のうち普通株式に相当するものみなし普通株式普通株式みなし普通株式普通株式その他Ｔｉｅｒ１資本調達手段又は、 （ （ （ 、

その他Ｔｉｅｒ１資本調達手段又はＴｉｅｒ２資本調達手段のＴｉｅｒ２資本調達手段のいずれにも該当しない資本調達手段、 （
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いずれにも相当しない資本調達手段をいうを含む以下この規制金融機関の資本調達手段にあっては当該規制金融機関に適。） 。 、

条において同じその他Ｔｉｅｒ１資本調達手段に相当する用される経営の健全性を判断するための基準又はこれと類似の基。）、

もの又はＴｉｅｒ２資本調達手段に相当するものをいい規制金準において第十四条第三号の算式における総自己資本の額に相当、

融機関の資本調達手段にあっては当該規制金融機関に適用されするものを構成するものに限るをいうを含む以下この、 。） 。） 。

る経営の健全性を判断するための基準又はこれと類似の基準にお条において同じその他Ｔｉｅｒ１資本調達手段又はＴｉｅ。）、

いて単体自己資本比率の算式の分子の額を構成するものに相当すｒ２資本調達手段をいう以下この条及び次条第二項第一号ヘに。

るものに限る以下この条及び次条第二項第一号ヘにおいて同じおいて同じを保有していると認められかつ当該他の金融。 。） 、 、

を保有していると認められかつ当該他の金融機関等が意機関等が意図的に商工組合中央金庫の普通株式その他Ｔｉｅｒ。） 、 、 、

図的に商工組合中央金庫の普通株式その他Ｔｉｅｒ１資本調達１資本調達手段又はＴｉｅｒ２資本調達手段を保有していると認、

手段又はＴｉｅｒ２資本調達手段を保有していると認められる場められる場合商工組合中央金庫又は他の金融機関等が他の法人（

合商工組合中央金庫又は他の金融機関等が他の法人等に対する等に対する投資その他これに類する行為を通じて実質的に保有し（

投資その他これに類する行為を通じて実質的に保有している場合ている場合に相当すると認められる場合その他これに準ずる場合

に相当すると認められる場合その他これに準ずる場合を含む を含むにおける当該他の金融機関等の対象資本調達手段次。） 。） （

における当該他の金融機関等の対象資本調達手段次号及び第三号及び第三号において意図的に保有している他の金融機関等の（ 「

号において意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調対象資本調達手段というのうち普通株式に該当するものの「 」 。）

達手段というのうち普通株式に相当するものの額とする 額とする」 。） 。 。

二第十八条第二項第二号に掲げる意図的に保有している他の金融二第十八条第二項第二号に掲げる意図的に保有している他の金融

機関等のその他Ｔｉｅｒ１資本調達手段の額は意図的に保有し機関等のその他Ｔｉｅｒ１資本調達手段の額は意図的に保有し、 、

ている他の金融機関等の対象資本調達手段のうちその他Ｔｉｅｒている他の金融機関等の対象資本調達手段のうちその他Ｔｉｅｒ

１資本調達手段に相当するものの額とする １資本調達手段に該当するものの額とする。 。

三前条第二項第二号に掲げる意図的に保有している他の金融機関三前条第二項第二号に掲げる意図的に保有している他の金融機関

等のＴｉｅｒ２資本調達手段の額は意図的に保有している他の等のＴｉｅｒ２資本調達手段の額は意図的に保有している他の、 、

金融機関等の対象資本調達手段のうちＴｉｅｒ２資本調達手段に金融機関等の対象資本調達手段のうちＴｉｅｒ２資本調達手段に
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相当するものの額とする 該当するものの額とする。 。

４第十七条第二項第四号第十八条第二項第三号及び前条第二項第４第十七条第二項第四号第十八条第二項第三号及び前条第二項第、 、

三号に掲げる額は次に定めるところにより算出した額とする 三号に掲げる額は次に定めるところにより算出した額とする、 。 、 。

一第十七条第二項第四号に掲げる少数出資金融機関等の普通株式一第十七条第二項第四号に掲げる少数出資金融機関等の普通株式

の額は少数出資調整対象額少数出資金融機関等商工組合中の額は少数出資調整対象額少数出資金融機関等商工組合中、 （ （ 、 （ （

央金庫がその総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有央金庫がその総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有

していない他の金融機関等をいう以下この項及び第八項においしていない他の金融機関等をいう以下この項及び第八項におい。 。

て同じの対象資本調達手段を商工組合中央金庫が保有していて同じの対象資本調達手段を商工組合中央金庫が保有してい。） 。）

る場合他の法人等に対する投資その他これに類する行為を通じる場合他の法人等に対する投資その他これに類する行為を通じ（ （

て商工組合中央金庫が実質的に保有している場合に相当すると認て商工組合中央金庫が実質的に保有している場合に相当すると認

められる場合その他これに準ずる場合を含み前項各号の場合をめられる場合その他これに準ずる場合を含み前項各号の場合を、 、

除くにおける当該対象資本調達手段の額の合計額以下この除くにおける当該対象資本調達手段の額の合計額以下この。） （ 。） （

項において少数出資に係る対象資本調達手段合計額という 項において少数出資に係る対象資本調達手段合計額という「 」 。 「 」 。

から少数出資に係る十パセント基準額同条第一項各号に掲 から少数出資に係る十パセント基準額同条第一項各号に掲） ー （ ） ー （

げる額の合計額から同条第二項第一号から第三号までに掲げる額げる額の合計額から同条第二項第一号から第三号までに掲げる額

の合計額を控除した額に十パセントを乗じて得た額をいう の合計額を控除した額に十パセントを乗じて得た額をいうー 。） ー 。）

を控除した額当該額が零を下回る場合には零とするをいを控除した額当該額が零を下回る場合には零とするをい（ 、 。） （ 、 。）

う次号及び第三号において同じに少数出資に係る普通株式う次号及び第三号において同じに少数出資に係る普通株式。 。） 。 。）

保有割合少数出資金融機関等の対象資本調達手段のうち普通株保有割合少数出資金融機関等の対象資本調達手段のうち普通株（ （

式に相当するものの額を少数出資に係る対象資本調達手段合計額式に該当するものの額を少数出資に係る対象資本調達手段合計額

で除して得た割合をいうを乗じて得た額とする で除して得た割合をいうを乗じて得た額とする。） 。 。） 。

二第十八条第二項第三号に掲げる少数出資金融機関等のその他Ｔ二第十八条第二項第三号に掲げる少数出資金融機関等のその他Ｔ

ｉｅｒ１資本調達手段の額は少数出資調整対象額に少数出資にｉｅｒ１資本調達手段の額は少数出資調整対象額に少数出資に、 、
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係るその他Ｔｉｅｒ１資本保有割合少数出資金融機関等の対象係るその他Ｔｉｅｒ１資本保有割合少数出資金融機関等の対象（ （

資本調達手段のうちその他Ｔｉｅｒ１資本調達手段に相当するも資本調達手段のうちその他Ｔｉｅｒ１資本調達手段に該当するも

のの額を少数出資に係る対象資本調達手段合計額で除して得た割のの額を少数出資に係る対象資本調達手段合計額で除して得た割

合をいうを乗じて得た額とする 合をいうを乗じて得た額とする。） 。 。） 。

三前条第二項第三号に掲げる少数出資金融機関等のＴｉｅｒ２資三前条第二項第三号に掲げる少数出資金融機関等のＴｉｅｒ２資

本調達手段の額は少数出資調整対象額に少数出資に係るＴｉｅ本調達手段の額は少数出資調整対象額に少数出資に係るＴｉｅ、 、

ｒ２資本保有割合少数出資金融機関等の対象資本調達手段のうｒ２資本保有割合少数出資金融機関等の対象資本調達手段のう（ （

ちＴｉｅｒ２資本調達手段に相当するものの額を少数出資に係るちＴｉｅｒ２資本調達手段に該当するものの額を少数出資に係る

対象資本調達手段合計額で除して得た割合をいうを乗じて得対象資本調達手段合計額で除して得た割合をいうを乗じて得。） 。）

た額とする た額とする。 。

５第十八条第二項第四号及び前条第二項第四号に掲げる額は次に５第十八条第二項第四号及び前条第二項第四号に掲げる額は次に、 、

定めるところにより算出した額とする 定めるところにより算出した額とする。 。

一第十八条第二項第四号に掲げるその他金融機関等のその他Ｔｉ一第十八条第二項第四号に掲げるその他金融機関等のその他Ｔｉ

ｅｒ１資本調達手段の額はその他金融機関等商工組合中央金ｅｒ１資本調達手段の額はその他金融機関等商工組合中央金、 （ 、 （

庫がその総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有して庫がその総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有して

いる他の金融機関等をいうの対象資本調達手段を商工組合中いる他の金融機関等をいうの対象資本調達手段を商工組合中。） 。）

央金庫が保有している場合他の法人等に対する投資その他これ央金庫が保有している場合他の法人等に対する投資その他これ（ （

に類する行為を通じて商工組合中央金庫が実質的に保有しているに類する行為を通じて商工組合中央金庫が実質的に保有している

場合に相当すると認められる場合その他これに準ずる場合を含み場合に相当すると認められる場合その他これに準ずる場合を含み

第三項各号の場合を除くにおける当該対象資本調達手段 第三項各号の場合を除くにおける当該対象資本調達手段、 。） （ 、 。） （

以下この条においてその他金融機関等に係る対象資本調達手段以下この条においてその他金融機関等に係る対象資本調達手段「 「

というのうちその他Ｔｉｅｒ１資本調達手段に相当するも というのうちその他Ｔｉｅｒ１資本調達手段に該当するも」 。） 」 。）

のの額とする のの額とする。 。
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二前条第二項第四号に掲げるその他金融機関等のＴｉｅｒ２資本二前条第二項第四号に掲げるその他金融機関等のＴｉｅｒ２資本

調達手段の額はその他金融機関等に係る対象資本調達手段のう調達手段の額はその他金融機関等に係る対象資本調達手段のう、 、

ちＴｉｅｒ２資本調達手段に相当するものの額とする ちＴｉｅｒ２資本調達手段に該当するものの額とする。 。

６第十七条第二項第五号に掲げる特定項目に係る十パセント基準６第十七条第二項第五号に掲げる特定項目に係る十パセント基準ー ー

超過額は次に掲げる額の合計額とする 超過額は次に掲げる額の合計額とする、 。 、 。

一その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式に相一その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式に該

当するものの額から特定項目に係る十パセント基準額第十七当するものの額から特定項目に係る十パセント基準額第十七ー （ ー （

条第一項各号に掲げる額の合計額から同条第二項第一号から第四条第一項各号に掲げる額の合計額から同条第二項第一号から第四

号までに掲げる額の合計額を控除した額に十パセントを乗じて号までに掲げる額の合計額を控除した額に十パセントを乗じてー ー

得た額をいう次号及び第三号において同じを控除した額 得た額をいう次号及び第三号において同じを控除した額。 。） （ 。 。） （

当該額が零を下回る場合には零とする 当該額が零を下回る場合には零とする、 。） 、 。）

二モゲジ・サビシング・ライツに係る無形固定資産の額か二無形固定資産モゲジ・サビシング・ライツに係るものー ー ー （ ー ー ー

ら特定項目に係る十パセント基準額を控除した額当該額が零に限るの額から特定項目に係る十パセント基準額を控除しー （ 。） ー

を下回る場合には零とする た額当該額が零を下回る場合には零とする、 。） （ 、 。）

三略 三略（ ） （ ）

７第十七条第二項第六号に掲げる特定項目に係る十五パセント基７第十七条第二項第六号に掲げる特定項目に係る十五パセント基ー ー

準超過額は次に掲げる額の合計額とする 準超過額は次に掲げる額の合計額とする、 。 、 。

一特定項目に係る調整対象額特定項目に係る十パセント基準一特定項目に係る調整対象額特定項目に係る十パセント基準（ ー （ ー

対象額特定項目その他金融機関等に係る対象資本調達手段の対象額特定項目その他金融機関等に係る対象資本調達手段の（ （ （ （

うち普通株式に相当するものモゲジ・サビシング・ライうち普通株式に該当するもの無形固定資産モゲジ・サ、 ー ー ー 、 （ ー ー ー

ツに係る無形固定資産及び繰延税金資産一時差異に係るものにビシング・ライツに係るものに限る次号において同じ及び（ 。 。）

限る第三号において同じをいう以下この号において同じ繰延税金資産一時差異に係るものに限る第三号において同じ。 。） 。 （ 。

の額から第十七条第二項第五号に掲げる額を控除した額をい をいう以下この号において同じの額から第十七条第二。） 。） 。 。）



-
-

1
8

う以下この項において同じから特定項目に係る十五パセ項第五号に掲げる額を控除した額をいう以下この項において同。 。） ー 。

ント基準額同条第一項各号に掲げる額の合計額から同条第二項じから特定項目に係る十五パセント基準額同条第一項各（ 。） ー （

第一号から第四号までに掲げる額及び特定項目の額の合計額を控号に掲げる額の合計額から同条第二項第一号から第四号までに掲

除した額に十五パセントを乗じこれを八十五パセントで除げる額及び特定項目の額の合計額を控除した額に十五パセントー 、 ー ー

して得た額をいうを控除した額当該額が零を下回る場合にを乗じこれを八十五パセントで除して得た額をいうを控。） （ 、 ー 。）

は零とするをいう次号及び第三号において同じに 除した額当該額が零を下回る場合には零とするをいう、 。） 。 。） 、 （ 、 。） 。

その他金融機関等に係る対象資本調達手段のうち普通株式に相当次号及び第三号において同じにその他金融機関等に係る対。） 、

するものの額から前項第一号に掲げる額を控除した額を特定項目象資本調達手段のうち普通株式に該当するものの額から前項第一

に係る十パセント基準対象額で除して得た割合を乗じて得た額号に掲げる額を控除した額を特定項目に係る十パセント基準対ー ー

象額で除して得た割合を乗じて得た額

二特定項目に係る調整対象額にモゲジ・サビシング・ラ二特定項目に係る調整対象額に無形固定資産の額から前項第二、 ー ー ー 、

イツに係る無形固定資産の額から前項第二号に掲げる額を控除し号に掲げる額を控除した額を特定項目に係る十パセント基準対ー

た額を特定項目に係る十パセント基準対象額で除して得た割合象額で除して得た割合を乗じて得た額ー

を乗じて得た額

三略 三略（ ） （ ）

８・９略 ８・９略（ ） （ ）

第六項第三号及び第七項各号並びに第十七条第二項第一号ロに掲第六項第三号及び第七項第三号並びに第十七条第二項第一号ロに10 10

げる額を算出する場合において繰延税金資産の額及びこれに関連掲げる額を算出する場合において繰延税金資産の額及びこれに関、 、

する繰延税金負債の額同条第四項の規定により相殺された額を除連する繰延税金負債の額同条第四項の規定により相殺された額を（ （

く以下この項において同じがあるときは次の各号に掲げる除く以下この項において同じがあるときは次の各号に掲げ。 。） 、 。 。） 、

繰延税金資産の額の区分に応じ当該額と当該各号に定める額を相る繰延税金資産の額の区分に応じ当該額と当該各号に定める額を、 、

殺することができる 相殺することができる。 。

一・二略 一・二略（ ） （ ）
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11 11 ）略 略（ ） （

（ ）信用リスク・アセットの額の合計額 信用リスク・アセットの額の合計額（ ）

第二十一条略 第二十一条略（ ） （ ）

２前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる場合の区分に応じ２前項の規定にかかわらず次の各号に掲げる場合の区分に応じ、 、 、 、

当該各号に定めるものについては信用リスク・アセットの額を算当該各号に定めるものについては信用リスク・アセットの額を算、 、

出することを要しない 出することを要しない。 。

）一略 一略（ ） （

二特定取引勘定を設けた場合において第十四条各号の算式にマ二特定取引勘定を設けた場合において第十四条各号の算式にマー ー

ケット・リスク相当額に係る額を算入する場合前号に定めるもケット・リスク相当額に係る額を算入する場合前号イからトま

の及び特定取引勘定の資産 でに定めるもの及び特定取引勘定の資産

三特定取引勘定を設けていない場合において第十四条各号の算式三特定取引勘定を設けていない場合において第十四条各号の算式

にマケット・リスク相当額に係る額を算入する場合第一号ににマケット・リスク相当額に係る額を算入する場合第一号イー ー

定めるもの及び商工組合中央金庫における特定取引等に係る資産からトまでに定めるもの及び商工組合中央金庫における特定取引

等に係る資産

四略 四略（ ） （ ）

）３略 ３略（ ） （

マケット・リスク相当額の合計額 マケット・リスク相当額の合計額（（ ー ） ー ）

第二十二条第十四条各号の算式においてマケット・リスク相当額第二十二条第十四条各号の算式においてマケット・リスク相当額ー ー

の合計額は次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるの合計額は次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める、 、

ものを対象とし第七章に定めるところにより算出するものの合計ものを対象とし第七章に定めるところにより算出するものの合計、 、

額とするただし現金預け金預金及びコル資金本支店間の額とするただし現金預け金預金及びコル資金本支店間の。 、 、 ー （ 。 、 、 ー （
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取引を含む並びにレポ形式の取引のうち特定取引等を行う部取引を含む並びにレポ形式の取引のうち特定取引等を行う部。） 、 。） 、

署においてリスク管理上特定取引等と一体のものとして管理及び評署においてリスク管理上特定取引等と一体のものとして管理及び評

価をしているものについては対象に含めることができるこの場合価をしているものについては対象に含めることができるこの場合。 。

においてレポ形式の取引の取引相手方に対する信用リスクについにおいてレポ形式の取引の取引相手方に対する信用リスクについ、 、

ては別途信用リスク・アセットの額の算出対象とすることを要すては別途信用リスク・アセットの額の算出対象とすることを要す、 、

る る。 。

一特定取引勘定を設けた場合特定取引勘定の資産及び負債並び一特定取引勘定を設けた場合特定取引勘定の資産及び負債並び

に特定取引勘定以外の勘定の外国為替リスク又はコモディティ・に特定取引勘定以外の勘定の外国為替リスク又はコモディティ・

リスクを伴う取引又は財産並びに特定取引等に係る資産及び負債リスクを伴う取引又は財産並びに特定取引等に係る資産及び負債

以外の外国為替リスク又はコモディティ・リスクを伴う取引又は以外の外国為替リスク又はコモディティ・リスクを伴う取引又は

財産第十七条第二項第二号から第六号まで第十八条第二項第財産（ 、

一号から第四号まで又は第十九条第二項各号に掲げる額に該当す

る部分を除く。）

二特定取引勘定を設けていない場合商工組合中央金庫における二特定取引勘定を設けていない場合商工組合中央金庫における

特定取引等に係る資産及び負債並びに特定取引等に係る資産及び特定取引等に係る資産及び負債並びに特定取引等に係る資産及び

負債以外の外国為替リスク又はコモディティ・リスクを伴う取引負債以外の外国為替リスク又はコモディティ・リスクを伴う取引

又は財産第十七条第二項第二号から第六号まで第十八条第二又は財産（ 、

項第一号から第四号まで又は第十九条第二項各号に掲げる額に該

当する部分を除く。）

標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫における信用リス標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫における信用リス（（

ク・アセットの額の合計額 ク・アセットの額の合計額） ）

第二十五条標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫の信用リ第二十五条標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫の信用リ
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スク・アセットの額の合計額とは次に掲げる額の合計額をいうスク・アセットの額の合計額とは次に掲げる額の合計額をいう、 。 、 。

ただし第六節においてリスク・ウェイト又は与信相当額の算出方ただし第五節においてリスク・ウェイト又は与信相当額の算出方、 、

法が定められている場合には同節の規定により算出した額とする法が定められている場合には同節の規定により算出した額とする、 、

。 。

一次節に定めるリスク・ウェイトを資産の額又は第三節に定める一第二節に定めるリスク・ウェイトを資産の額又は第三節に定め

オフ・バランス取引若しくは第四節に定める派生商品取引及び長るオフ・バランス取引若しくは第四節に定める派生商品取引及び

期決済期間取引の与信相当額に乗じて得た額並びに第六十条及び長期決済期間取引の与信相当額に乗じて得た額並びに第六十条及

第二百二十九条から第二百三十五条までの規定により算出されたび第二百二十九条から第二百三十五条までの規定により算出され

信用リスク・アセットの額の合計額 た信用リスク・アセットの額の合計額

二第六章の二に定めるところにより算出したＣＶＡリスク相当額二第六章の二に定めるところにより算出したＣＶＡリスク相当額

を八パセントで除して得た額ー

三略 三略（ ） （ ）

）２略 ２略（ ） （

第一種金融商品取引業者向けエクスポジャ 第一種金融商品取引業者向けエクスポジャ（ （ー ー） ー ー）

第四十一条第一種金融商品取引業者向けエクスポジャのリスク第四十一条第一種金融商品取引業者向けエクスポジャのリスクー ー ー ー

・ウェイトはその第一種金融商品取引業者がバゼル銀行監督委・ウェイトはその第一種金融商品取引業者がバゼル銀行監督委、 ー 、 ー

員会の定める自己資本比率の基準又はこれと類似の基準の適用を受員会の定める自己資本比率の基準又はこれと類似の基準金融商品（

ける場合に限り前条の規定に従うものとする経営管理会社につ取引業等に関する内閣府令を含むの適用を受ける場合に限り、 。 。） 、

いても同様とする 前条の規定に従うものとする経営管理会社についても同様とす、 。 。 、

る。

（ ） （ ）期待エクスポジャ方式 期待エクスポジャ方式ー ー ー ー
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（ ） （ ）第五十九条略 第五十九条略

（ ） （ ）２４略 ２４略～ ～

５標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫はネッティング５標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫はネッティング、 、

・セットに係る取引相手方に対するマジン・アグリメント当・セットに係る取引相手方に対するマジン・アグリメント当（ （ー ー ー ー

該取引相手方に係るエクスポジャの額が指定された額を超えた該取引相手方に係るエクスポジャの額が指定された額を超えたー ー ー ー

ときに当該取引相手方に対して担保の提供を求めることができるときに当該取引相手方に対して担保の提供を求めることができる、 、

旨の契約をいう以下この条において同じに基づき期待エク旨の契約をいう以下この条において同じに基づき期待エク） ）。 。 、 。 。 、

スポジャ計測モデル期待エクスポジャを計測するモデルスポジャ計測モデル期待エクスポジャを計測するモデル（ （ー ー ー ー ー ー ー ー

をいう以下同じにおいて当該担保による効果を反映しているをいう以下同じにおいて当該担保による効果を反映している） ）。 。 。 。

場合には第二項第三号に規定する実効ＥＥの算出において当場合には第二項第三号に規定する実効ＥＥの算出において当ｔｋ ｔｋ、 、 、 、

該担保による効果を勘案したＥＥを用いることにより同項第二号該担保の効果を勘案したＥＥを用いることにより同項第二号に規ｔ ｔｋ ｋ

に規定する実効ＥＰＥを計測する方法を使用することができるた定する実効ＥＰＥを計測することができるただし取引相手方の。 。 、

だし取引相手方の信用状態が悪化した時に当該取引相手方に担保信用状態が悪化した時に当該取引相手方に担保の提供を求めること、

の提供を求めることができるものとされているマジン・アグリができるものとされているマジン・アグリメントに基づく担保ー ー ー ー

メントに基づく担保による効果は反映してはならない による効果は反映してはならない。 。

13 （ ） 13 （ ）６ 略 ６ 略～ ～

間接清算参加者に対するトレド・エクスポジャの信用リス間接清算参加者に対するトレド・エクスポジャの信用リス（ ー ー ー （ ー ー ー

ク・アセットの額の算出方法の特例 ク・アセットの額の算出方法の特例） ）

第百二十条の二標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫が直第百二十条の二標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫が直

接清算参加者として間接清算参加者の適格中央清算機関に対するト接清算参加者として間接清算参加者の適格中央清算機関に対するト

レド・エクスポジャに係る清算取次ぎ等を行うことにより生レド・エクスポジャに係る清算取次ぎ等を行うことにより生ー ー ー ー ー ー

ずる間接清算参加者に対するトレド・エクスポジャについてずる間接清算参加者に対するトレド・エクスポジャについてー ー ー ー ー ー
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与信相当額の算出に第五十九条に定める期待エクスポジャ方与信相当額の算出に第五十九条に定める期待エクスポジャ方、 ー ー 、 ー ー

式を用いていない場合には当該トレド・エクスポジャに係式を用いていない場合には当該トレド・エクスポジャに係、 ー ー ー 、 ー ー ー

る信用リスク・アセットの額は次の算式により算出した額を当該る信用リスク・アセットの額は次の算式により算出した額を当該、 、

信用リスク・アセットの額とみなすことができる 信用リスク・アセットの額とみなすことができる。 。

× （ 10 ） × （ 10 ）RWA* RWA Tm/ RWA* RWA Tm/√ √＝ ＝

はこの条の規定の適用後の信用リスク・アセットの額 はこの条の規定の適用後の信用リスク・アセットの額RWA* RWA*、 、

は第一節から前節までの規定により算出した当該トレド は第一節から前節までの規定により算出した当該トレドRWA RWA、 ー 、 ー

・エクスポジャに係る信用リスク・アセットの額 ・エクスポジャに係る信用リスク・アセットの額ー ー ー ー

は第五十九条第七項の定めに従い算出したリスクのマジン は第五十九条第七項の定めに従い算出したリスクのマジンTm Tm、 ー 、 ー

期間この場合において同項第一号の規定にかかわらず日々期間この場合において同項第一号の規定にかかわらず日々の。 、 、 。 、 、

の値洗いにより担保額が調整されるネッティング・セットに係る値洗いにより担保額が調整されるネッティング・セットに係るリス

リスクのマジン期間は五営業日とすることができる クのマジン期間は五営業日とすることができるー 。 ー 。

第百三十三条内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫の信第百三十三条内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫の信

用リスク・アセットの額の合計額とは次に掲げる額の合計額をい用リスク・アセットの額の合計額とは次に掲げる額の合計額をい、 、

う う。 。

一略 一略（ ） （ ）

二内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫が標準的手法二内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫が標準的手法

を適用する部分につき第二十五条第一項第一号に係る部分にを適用する部分につき第二十五条第一項第一号に係る部分に、 （ 、 （

限るの規定を準用することにより標準的手法により算出した限るの規定を準用することにより標準的手法により算出した。） 。）

信用リスク・アセットの額の合計額この場合において同項中信用リスク・アセットの額の合計額この場合において同条中。 、 。 、

標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫とあるのは 標準的手法を採用した場合の商工組合中央金庫とあるのは「 」 「 「 」 「

内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫と読み替える内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫と読み替える」 」
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ものとする ものとする。 。

三第六章の二に定めるところにより算出したＣＶＡリスク相当額三第六章の二に定めるところにより算出したＣＶＡリスク相当額

を八パセントで除して得た額ー

四略 四略（ ） （ ）

（ ） （ ）事業法人等向けエクスポジャの信用リスク・アセットの額 事業法人等向けエクスポジャの信用リスク・アセットの額ー ー ー ー

第百三十四条略 第百三十四条略（ ） （ ）

２・３略 ２・３略（ ） （ ）

４内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫はボラティリ４内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫はボラティリ、 、

ティの高い事業用不動産向け貸付けを除く特定貸付債権のの推ティの高い事業用不動産向け貸付けを除く特定貸付債権のの推PD PD

計について第百九十六条に定める要件を満たさない場合は第一項計について第百九十六条に定める要件を満たさない場合は第一項、 、

の規定にかかわらず商工組合中央金庫が付与する格付以下内の規定にかかわらず商工組合中央金庫が付与する格付以下内、 （ 「 、 （ 「

部格付というを次の表に掲げる五のリスク・ウェイトに対応部格付というを次の表に掲げる五のリスク・ウェイトに対応」 。） 」 。）

したスロッティング・クライテリアに割り当てエクスポジャしたスロッティング・クライテリアに割り当てエクスポジャ、 ー ー 、 ー ー

の額をいうに当該リスク・ウェイトを乗じた額を信用の額 に当該リスク・ウェイトを乗じた額を信用リスク・EAD EAD（ 。） （ ）

リスク・アセットの額とすることができるただし第一条第四十アセットの額とすることができるただし第一条第四十四号ロた。 、 。 、

四号ロただし書の定めにより事業用不動産向け貸付けに区分されただし書の定めにより事業用不動産向け貸付けに区分されたものを除

ものを除き次の表において優又は良に割り当てられるエクスポき次の表において優又は良に割り当てられるエクスポジャの、 ー 、 ー ー

ジャの満期までの残存期間が二年半未満である場合は優に割り満期までの残存期間が二年半未満である場合は優に割り当てられー 、 、

当てられるエクスポジャについて五十パセント良に割り当るエクスポジャについて五十パセント良に割り当てられるー ー ー 、 ー ー ー 、

てられるエクスポジャについて七十パセントのリスク・ウェエクスポジャについて七十パセントのリスク・ウェイトを適ー ー ー ー ー ー

イトを適用することができる 用することができる。 。

（ ） ）表略 表略（
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５略 ５略（ ） （ ）

６内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫はボラティリ６内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫はボラティリ、 、

ティの高い事業用不動産向け貸付けのの推計について第百九十ティの高い事業用不動産向け貸付けのの推計について第百九十PD PD

六条に定める要件を満たさない場合は第一項の規定にかかわらず六条に定める要件を満たさない場合は第一項の規定にかかわらず、 、

内部格付を次の表に掲げる五のリスク・ウェイトに対応したスロ内部格付を次の表に掲げる五のリスク・ウェイトに対応したスロ、 、

E Eッティング・クライテリアに割り当てエクスポジャの額 ッティング・クライテリアに割り当てエクスポジャの額（ （、 ー ー 、 ー ー

をいうに当該リスク・ウェイトを乗じた額を信用リスク・ にリスク・ウェイトを乗じた額を信用リスク・アセットの額AD AD） ）。

アセットの額とすることができるただし次の表において優又はとすることができるただし次の表において優又は良に割り当て。 、 。 、

良に割り当てられるエクスポジャの満期までの残存期間が二年られるエクスポジャの満期までの残存期間が二年半未満であるー ー ー ー

半未満である場合は優に割り当てられるエクスポジャについ場合は優に割り当てられるエクスポジャについて七十パセ、 ー ー 、 ー ー ー

て七十パセント良に割り当てられるエクスポジャについてント良に割り当てられるエクスポジャについて九十五パセー 、 ー ー 、 ー ー ー

九十五パセントのリスク・ウェイトを適用することができる ントのリスク・ウェイトを適用することができるー 。 。

表略 表略（ ） （ ）

７第百十七条の規定は前各項の規定による信用リスク・アセット７第百十七条の規定は前各項の規定による信用リスク・アセット、 、

の額の算出において準用するこの場合において同条中標準的の額の算出において準用するこの場合において標準的手法を。 、 「 。 、「

手法を採用した場合の商工組合中央金庫とあるのは内部格付手採用した場合の商工組合中央金庫とあるのは内部格付手法を採」 「 」 「

法を採用した場合の商工組合中央金庫と第一項及び第四項にお用した場合の商工組合中央金庫と第一項及び第三項において準」 、 」 、

いて準用する場合にリスク・ウェイトを千二百五十パセントを用する場合にリスク・ウェイトを千二百五十パセントを上限と「 ー 「 ー

上限として合計し当該クレジット・デリバティブの与信相当額にして合計し当該クレジット・デリバティブの与信相当額に当該リ、 、

当該リスク・ウェイトを乗ずることにより信用リスク・アセットスク・ウェイトを乗ずることにより信用リスク・アセットの額を、 、

の額を算出しなければならないとあるのは所要自己資本率を百算出しなければならないとあるのは所要自己資本率を百パセ」 「 」 「 ー

パセントを上限として合計しこれに当該クレジット・デリバテントを上限として合計しこれに当該クレジット・デリバティブのー 、 、

ィブの及び千二百五十パセントを乗ずることにより信用 及び千二百五十パセントを乗ずることにより信用リスクEAD EADー 、 ー 、
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リスク・アセットの額を算出しなければならないただし信用リ・アセットの額を算出しなければならないただし信用リスク・。 、 。 、

スク・アセットの額及び期待損失額を八パセントで除して得た額アセットの額及び期待損失額を八パセントで除して得た額の合計ー ー

の合計額が当該クレジット・デリバティブのに千二百五十額が当該クレジット・デリバティブのに千二百五十パセEAD EAD、 、 ー

パセントを乗じて得た額を超える場合は当該超える額を信用リントを乗じて得た額を超える場合は当該超える額を信用リスク・ー 、 、

スク・アセットの額から控除することができると読み替えるものアセットの額から控除することができると読み替えるものとする」 」

とする。 。

（ ） （ ）８略 ８略

ダブル・デフォルト効果の取扱い ダブル・デフォルト効果の取扱い（ ） （ ）

第百三十六条略 第百三十六条略（ ） （ ）

２前項に規定する追加的要件は次に掲げるものとする ２前項に規定する追加的要件は次に掲げるものとする、 。 、 。

一・二略 一・二略（ ） （ ）

三保証人又はプロテクション提供者が第四十条若しくは第四十三保証人又はプロテクション提供者が第四十条若しくは第四十、 、

一条に掲げる主体又は保険会社若しくは外国保険業者保険業法一条に掲げる主体又は保険会社若しくは外国保険業者保険業法（ （

第二条第六項に規定する外国保険業者をいう以下同じのう第二条第六項に規定する外国保険業者をいう以下同じのう。 。） 。 。）

ち信用リスクの削減を目的とする保証又はクレジット・デリバテち信用リスクの削減を目的とする保証又はクレジット・デリバテ

ィブを業として行っている者でありかつ次に掲げる条件の全ィブを業として行っている者でありかつ次に掲げる条件の全、 、 、 、

てを満たすこと てを満たすこと。 。

イバゼル銀行監督委員会の定める自己資本比率の基準若しくイバゼル銀行監督委員会の定める自己資本比率の基準若しくー ー

はこれと類似の基準の適用を受けていること又は適格格付機関 はこれと類似の基準金融商品取引業等に関する内閣府令を含（

により付与された格付に対応する信用リスク区分が４３以上 むの適用を受けていること又は適格格付機関により付与さ─ 。）

であること れた格付に対応する信用リスク区分が４３以上であること。 ─ 。

ロ・ハ略 ロ・ハ略（ ） （ ）
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四九略 四九略～ （ ） ～ （ ）

）３・４略 ３・４略（ ） （
（ ） （ ）事業法人等向けエクスポジャの 事業法人等向けエクスポジャのEAD EADー ー ー ー

（ ） （ ）第百三十九条略 第百三十九条略

（ ） （ ）２５略 ２５略～ ～

６内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫が直接清算参加６内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫が直接清算参加

者として間接清算参加者の適格中央清算機関向けトレド・エクス者として間接清算参加者の適格中央清算機関向けトレド・エクスー ー

ポジャに係る清算取次ぎ等を行うことにより生ずる間接清算参ポジャに係る清算取次ぎ等を行うことにより生ずる間接清算参ー ー ー ー

加者に対するトレド・エクスポジャのを算出する場合加者に対するトレド・エクスポジャのを算出する場合EAD EADー ー ー ー ー ー

であって当該の算出に当たって第五十九条に定める期待エであって当該の算出に当たって第五十九条に定める期待エEAD EAD、 、

クスポジャ方式を用いていないときには前各項の規定によりクスポジャ方式を用いていないときには前各項の規定によりー ー 、 ー ー 、

算出した当該エクスポジャに係るものに限るに次算出した当該エクスポジャに係るものに限るに次EAD EAD（ ） （ ）ー ー 。 ー ー 。

の掛目を乗じた額を当該間接清算参加者に対するトレド・エクスの掛け目を乗じた額を当該間接清算参加者に対するトレド・エクー ー

ポジャのとすることができる スポジャのとすることができるEAD EADー ー 。 ー ー 。

（ 10 ） （ 10 ）掛目√ 掛け目√Tm/ Tm/＝ ＝

は第五十九条第七項の規定を準用して算出したリスクのマ は第五十九条第七項の規定を準用して算出したリスクのマTm Tm、 ー 、 ー

ジン期間この場合において同項第一号中ネッティング・セジン期間この場合において同項第一号中ネッティング・セッ「 「。 、 。 、

ット二十営業日とあり及びネッティング・セット十営ト二十営業日とあり及びネッティング・セット十営業日」 「 」 「、 、

業日とあるのはネッティング・セット五営業日と読みとあるのはネッティング・セット五営業日と読み替える」 「 」 」 「 」、 、

替えるものとする ものとする。 。

（ ） （ ）その他資産等の取扱い その他資産等の取扱い
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第百六十一条略 第百六十一条略（ ） （ ）

２第百三十四条から前条まで及び前項のいずれにも該当しない資産２第百三十四条から前条まで及び前項のいずれにも該当しない資産

EAD EADの信用リスク・アセットの額は各エクスポジャの額 の信用リスク・アセットの額は各エクスポジャの額（、 ー ー 、 ー ー （

をいうに百パセントのリスク・ウェイトを乗じた額とする に百パセントのリスク・ウェイトを乗じた額とする。） ー 。 ） ー 。

重要な出資のエクスポジャ 重要な出資のエクスポジャ（ ） （ー ー ー ー）

第百六十一条の二内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫第百六十一条の二内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫

にあっては第百三十四条から前条までの規定にかかわらず対象にあっては第百三十四条から前条までの規定にかかわらず対象、 、 、 、

出資のうち重要な出資に係る十五パセント基準額を上回る部分に出資のうち重要な出資に係る十五パセント基準額を上回る部分にー ー

係るエクスポジャの信用リスク・アセットの額は当該エクス係るエクスポジャの信用リスク・アセットの額は当該エクスー ー 、 ー ー 、

ポジャの額をいうに千二百五十パセントのリスポジャの額 に千二百五十パセントを乗じた額とす（ ）EAD EADー ー 。 ー ー ー （ ） ー

ク・ウェイトを乗じた額とする る。 。

２前項の場合において対象出資のうち同項の規定により千二百五２前項の場合において対象出資のうち同項の規定により千二百五、 、

十パセントのリスク・ウェイトが適用される額に対応する部分以十パセントのリスク・ウェイトが適用される額に対応する部分以ー ー

外の部分の額の合計額が重要な出資に係る六十パセント基準額を外の部分の額の合計額が重要な出資に係る六十パセント基準額をー ー

上回るときはその上回る部分に係るエクスポジャの信用リス上回るときはその上回る部分に係るエクスポジャの信用リス、 ー ー 、 ー ー

ク・アセットの額は当該エクスポジャの額をいうク・アセットの額は当該エクスポジャの額 に千二EAD EAD、 ー ー （ 。 、 ー ー （ ）

に千二百五十パセントのリスク・ウェイトを乗じた額とする百五十パセントを乗じた額とする） ー 。 ー 。

特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクスポジ特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクスポジ（ （ー ー

） ）ャ ャー ー

第百六十一条の三内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫第百六十一条の三内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫
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にあっては第百三十四条から前条までの規定にかかわらず特定にあっては第百三十四条から前条までの規定にかかわらず特定、 、 、 、

項目のうち第二条第一号又は第十四条第一号の算式における普通株項目のうち第二条第一号又は第十四条第一号の算式における普通株

式等Ｔｉｅｒ１資本に係る調整項目の額に算入されなかった部分に式等Ｔｉｅｒ１資本に係る調整項目の額に算入されなかった部分に

係るエクスポジャの信用リスク・アセットの額は当該エクス係るエクスポジャの信用リスク・アセットの額は当該エクスー ー 、 ー ー 、

ポジャの額をいうに二百五十パセントのリスクポジャの額 に二百五十パセントのリスク・ウェイ（ ） （ ）EAD EADー ー 。 ー ー ー ー

・ウェイトを乗じた額とする トを乗じた額とする。 。

（ ） （ ）標準的リスク測定方式によるＣＶＡリスク相当額 標準的リスク測定方式によるＣＶＡリスク相当額

第二百五十三条の三標準的リスク測定方式を用いて算出するＣＶＡ第二百五十三条の三標準的リスク測定方式を用いて算出するＣＶＡ

リスク相当額は次に掲げる算式により算出した所要自己資本額リスク相当額は次に掲げる算式により算出した所要自己資本額、 ( 、 (

とする に十二・五を乗じて得た額とするKK) 。 ) 。

（ ） ）算式略 算式略（

（ ） （ ）２６略 ２６略～ ～

EAD EAD７第四項第一号又は第二号に掲げる場合において第一項の ７第四項第一号又は第二号に掲げる場合において第一項の、 、

直接清算参加者として間接清算参加者の適格中央清算機関向け 直接清算参加者として間接清算参加者の適格中央清算機関向け（ （i
total

i
total

トレド・エクスポジャに係る清算取次ぎ等を行うことによりトレド・エクスポジャに係る清算取次ぎ等を行うことによりー ー ー ー ー ー

生ずる間接清算参加者に対するトレド・エクスポジャに係る生ずる間接清算参加者に対するトレド・エクスポジャに係るー ー ー ー ー ー

ものに限るを算出する場合には第四項第一号又は第二号に定ものに限るを算出する場合には第四項第一号又は第二号に定） ）。 、 。 、

EA Eめる額に次の掛目を乗じた額を当該ネッティング・セットの める額に次の掛け目を乗じた額を当該ネッティング・セットの、 、

とすることができる とすることができるD ADi
total

i
total。 。

＝ （ 10 ） ＝ （ 10 ）掛目√ 掛け目√Tm/ Tm/

は第五十九条第七項の規定を準用して算出したリスクのマ は第五十九条第七項の規定を準用して算出したリスクのマTm Tm、 ー 、 ー

ジン期間この場合において同項第一号中ネッティング・セジン期間この場合において同項第一号中ネッティング・セッ「 「。 、 。 、
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ット二十営業日とあり及びネッティング・セット十営ト二十営業日とあり及びネッティング・セット十営業日」 「 」 「、 、

業日とあるのはネッティング・セット五営業日と読みとあるのはネッティング・セット五営業日と読み替える」 「 」 」 「 」、 、

替えるものとする ものとする。 。

（ ） （ ）先進的リスク測定方式によるＣＶＡリスク相当額 先進的リスク測定方式によるＣＶＡリスク相当額

第二百五十三条の四先進的リスク測定方式を用いて算出するＣＶＡ第二百五十三条の四先進的リスク測定方式を用いて算出するＣＶＡ

リスク相当額は第二百五十五条の承認を受けて用いる内部モデルリスク相当額は第二百五十五条の承認を受けて用いる内部モデル、 、

に基づき算出した次に掲げる額の合計額とする に基づき算出した次に掲げる額の合計額に十二・五を乗じて得た額。

とする。

（ ） ）一・二略 一・二略（

（ ） （ ）２７略 ２７略～ ～

（ ） （ ）適格中央清算機関に係る清算基金の信用リスク・アセット 適格中央清算機関に係る清算基金の信用リスク・アセット

） ）第二百五十三条の八略 第二百五十三条の八略（ （

２前項第一号に掲げるリスク・センシティブ手法とは第一号２前項第一号に掲げるリスク・センシティブ手法とは第一号「 」 「 」、 、

に掲げる算式により算出した所要自己資本額に十二・五をに掲げる算式により算出した所要自己資本額に十二・五を（ ） （ ）K KCM CM

乗じて信用リスク・アセットの額を算出する手法をいう 乗じて信用リスク・アセットの額を算出する手法をいう。 。

一所要自己資本額は次の算式を用いて算出する 一所要自己資本額は次の算式を用いて算出する（ ） （ ）K KCM CM。 。

【 】 【 】算式①を挿入 算式①を挿入

は当該適格中央清算機関に係るみなし所要自己資本額 は当該適格中央清算機関に係るみなし所要自己資本額第K* K*CM CM、 （ 、 （

第八号及び第九号において同じ 八号及び第九号において同じ。） 。）

は当該適格中央清算機関に係る直接清算参加者の数第八 は当該適格中央清算機関に係る直接清算参加者の数第八号N N、 （ 、 （

号及び第九号において同じ 及び第九号において同じ。） 。）
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は当該適格中央清算機関に商工組合中央金庫が拠出した清 は当該適格中央清算機関に商工組合中央金庫が拠出した清算DF DF、 、

算基金の額 基金の額

は当該適格中央清算機関が有する資本その他これに類す は当該適格中央清算機関が有する資本その他これに類するDF DFCCP CCP、 、

るものであって直接清算参加者の債務不履行により中央清算ものであって直接清算参加者の債務不履行により中央清算機関に、 、

機関に生ずる損失を清算基金債務不履行参加者の清算基金を生ずる損失を清算基金債務不履行参加者の清算基金を除くに（ （ ）。

除くに先立ち負担するものの額 先立ち負担するものの額）。

は当該適格中央清算機関が有する直接清算参加者ｉに は当該適格中央清算機関が有する直接清算参加者ｉに対EBRM EBRMi i、 、

対するエクスポジャの額に当該直接清算参加者が拠出したするエクスポジャの額に当該直接清算参加者が拠出した当初証ー ー ー ー

当初証拠金の額を加えた額 拠金の額を加えた額

は直接清算参加者が拠出した当初証拠金第九号におい は直接清算参加者が拠出した当初証拠金第九号においてIM IMi ii i、 （ 、 （

て同じ 同じ。） 。）

は直接清算参加者が拠出した清算基金 は直接清算参加者が拠出した清算基金DF i DF ii i、 、

は直接清算参加者に対するの額第八号及び第 は直接清算参加者に対するの額第八号及び第九A i EBRM A i EBRMNet,i i Net,i i、 （ 、 （

九号において同じ 号において同じ。） 。）

は当該適格中央清算機関が有する各直接清算参加者に対 は当該適格中央清算機関が有する各直接清算参加者に対すA ANet,1 Net,1、 、

するエクスポジャの額のうち最大の額第八号及び第九号るエクスポジャの額のうち最大の額第八号及び第九号においー ー （ ー ー （

において同じ て同じ。） 。）

は当該適格中央清算機関が有する各直接清算参加者に対 は当該適格中央清算機関が有する各直接清算参加者に対すA ANet,2 Net,2、 、

するエクスポジャの額のうち二番目に大きい額第八号及るエクスポジャの額のうち二番目に大きい額第八号及び第九ー ー （ ー ー （

び第九号において同じ 号において同じ。） 。）

Σは当該適格中央清算機関が有する各直接清算参加者にΣは当該適格中央清算機関が有する各直接清算参加者に対A ANet,i Net,i、 、
i i

対するエクスポジャの額の合計額第八号及び第九号におするエクスポジャの額の合計額第八号及び第九号において同ー ー （ ー ー （

いて同じ じ。） 。）
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） ）二・三略 二・三略（ （

四前号の場合において第五十七条第三項第二号のネットのアド四前号の場合において第五十七条第三項第二号のネットのアド、 、

オンについては次の算式を用いる オンについては次の算式を用いる、 。 、 。
【 】 【 】算式②を挿入 算式②を挿入

） ・ ）五・六略 五六略（ （

七当該適格中央清算機関において清算基金が一定の区分ごとに七当該適格中央清算機関において清算基金が一定の区分ごとに、 、

分別管理されている場合は第一号の所要自己資本額は当該区分分別管理されている場合は第一号の所要自己資本額は当該区分、 、

ごとに算出することを要するこの場合においてが当該ごとに算出することを要するこの場合においてが当該DF DFCCP CCP。 、 。 、

CCP CCP区分ごとに分別管理されていないときは当該区分ごとの 区分ごとに分別管理されていない場合は当該区分ごとのDF DF、 、

はΣの額の割合に応じた額とする はΣの額の割合に応じた額とするA ANet,i Net,i。 。
i i

八第一号において各直接清算参加者が拠出した清算基金の額の八第一号において各直接清算参加者が拠出した清算基金の額の、 、

合計額 が零を上回らない場合は次の算式を用いて所合計額 が零を上回らない場合は次の算式を用いて所（ ） （ ）DF DFC CM M、 、

要自己資本額を算出することを要する 要自己資本額を算出することを要する（ ） （ ）K KCM CM。 。

【 】 【 】算式③を挿入 算式③を挿入

は当該適格中央清算機関に対する商工組合中央金庫の未拠 は当該適格中央清算機関に対する商工組合中央金庫の未拠出DF* DF*、 、

出の清算基金の額 の清算基金の額

は直接清算参加者の未拠出の清算基金の額 は直接清算参加者の未拠出の清算基金の額DF* DF*i ii i、 、

九前号において各直接清算参加者の未拠出の清算基金の額の合九前号において各直接清算参加者の未拠出の清算基金の額の合、 、

計額が零を上回らない場合は次の算式を用いて所要自己資本額計額が零を上回らない場合は次の算式を用いて所要自己資本額、 、

を計算することを要する を計算することを要する（ ） （ ）K KCM CM。 。

【 】 【 】算式④を挿入 算式④を挿入

は当該適格中央清算機関に商工組合中央金庫が拠出した当 は当該適格中央清算機関に商工組合中央金庫が拠出した当初IM IM、 、

初証拠金の額 証拠金の額
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３第一項第二号に掲げる簡便的手法とは次の算式により信用３第一項第二号に掲げる簡便的手法とは次の算式により信用「 」 「 」、 、

リスク・アセットの額を算出する手法をいうこの場合においてリスク・アセットの額を算出する手法をいうこの場合において。 、 。 、

当該適格中央清算機関に対するトレド・エクスポジャの信用当該適格中央清算機関に対するトレド・エクスポジャの信用ー ー ー ー ー ー

リスク・アセットの額を算出することを要しない リスク・アセットの額を算出することを要しない。 。

【 】 【 】算式⑤を挿入 算式⑤を挿入

は当該適格中央清算機関に対するトレド・エクスポジャ は当該適格中央清算機関に対するトレド・エクスポジャTE TE、 ー ー 、 ー ー

の額 の額ー ー

は当該適格中央清算機関に商工組合中央金庫が拠出した清算 は当該適格中央清算機関に商工組合中央金庫が拠出した清算DF DF、 、

基金の額 基金の額

（ ）第七節特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係る 新設

特例

（ ）特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係る特例

（ ）第二百八十五条の十四第百六十一条の三の規定はマケット・リ新設、 ー

スク相当額を算出する場合について準用するこの場合において。 、

同条中内部格付手法を採用した場合の商工組合中央金庫にあって「

は第百三十四条から前条までの規定にかかわらずとあるのは、 」 「

前六節の規定にかかわらずとに係るエクスポジャの信用」 、「 ー ー

リスク・アセットの額とあるのはのマケット・リスク相当額」 「 ー

と当該エクスポジャの額をいうとあるのEAD」 、「 ー ー （ 。）」

は当該部分の額と二百五十パセントとあるのは二十「 」 、「 ー 」 「

パセントと読み替えるものとするー 」 。
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【 算 式 ① 】
A A N DFNet Net, ,1 2＋

CM CMK K*= 1 ＋ ・ ・ ・Net i CMΣ －A N DF, 2
i

100 ・1.2 ・( ) ＋100 ・ ( )% %K DF' DF' if DF' KCCP CM CCP－ ＜ ⅰ

100 ・( ) ＋ ・( ) ( )K* K DF c DF' K if DF K DF'CM CCP CCP CCP CCP CCP= % － － ＜ ⅱ1 ≦
・ ( )c DF' if K DF1 CM CCP CCP≦ ⅲ

= % %K max EBRM IM DFCCP i i iΣ －－( 0) ・20 ・8,
i

CM iDF DF=Σ
i

DF' DF DF / NCM CM CM= －2 ・

CCP CMDF' DF DF'= ＋

%1.6= ; %c Max1 0.160.3( )DF' K/ CCP
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【 算 式 ② 】
ネット再構築コスト

ネットのアドオン グロスのアドオン グロスのアドオン= 0.15 × ＋0.85 × ×グロス再構築コスト

【 算 式 ③ 】

*A A N DFNet Net, ,1 2＋

CM CMK K*= 1 ＋ ・ ・ ・Net i iΣ － ΣA N DF, 2 *
i i

【 算 式 ④ 】

A A N IMNet Net, ,1 2＋

CM CMK K*= 1 ＋ ・ ・ ・Net i iΣ － ΣA N IM, 2
i i

【 算 式 ⑤ 】

Min TE DF TE(2 ・ ＋1250 ・ ),20 ・% % %


